
木地山地熱発電所（仮称）設置計画環境影響評価方法書 

に対する知事意見 

 

 

１ 総括的事項 

（１）対象事業実施区域（以下「実施区域」という。）及びその周辺は自然公園法（昭

和 32 年法律第 161 号）に基づく栗駒国定公園の特別地域に位置するなど環境保

全上重要な地域であることから、工事の実施及び施設の供用に伴う環境への影響

を可能な限り回避又は低減するとともに、事業計画について、地域住民や地元自

治体等に丁寧な説明を行い、理解を得るよう努めること。 

 

（２）環境影響評価を行う過程において、環境影響評価の項目及び手法の選定等に係

る事項に新たな事情が生じた場合は、必要に応じて見直しを行うなど、適切に対

応すること。 

 

 

２ 個別的事項 

（１）温泉 

事業者等の先行調査によれば、噴気による近隣温泉の泉質に本質的変化は認め

られないとしているが、地熱流体の採取及び熱水の還元と温泉の関係について十

分に解明されていない点があり、実施区域周辺には複数の温泉が存在することか

ら、本事業の実施による温泉への影響が懸念される。 

このため、地熱流体の採取及び熱水の還元よる温泉への影響について、適切に

調査、予測及び評価するとともに、その結果について、実施区域周辺の温泉事業

者等への説明に努め、意見等が述べられた場合は、十分に配慮すること。 

 

（２）動物 

事業者の事前環境調査によれば、実施区域周辺には複数のクマタカやハチクマ

の営巣が確認されているほか、イヌワシの飛翔が確認されていることから、工事

の実施によるこれら希少猛禽類への影響が懸念される。 

このため、これら希少猛禽類への影響について、専門家等の助言を踏まえ、適

切に予測及び評価すること。 

 

（３）植物 

実施区域及びその周辺は植生自然度の高いブナ群集等が存在することから、冷

却塔から排出される蒸気により、冷却塔周辺樹木への着氷等の影響が懸念される。 

このため、本事業の実施による植物への影響について、他の地熱発電所の事例

や最新の知見等を踏まえ、適切に予測及び評価すること。 
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